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参考資料３ 市民周知 

 

３-１ アンケート調査の概要 

 
１．調査目的 

日常お使いの移動手段（自動車、バス、自転車など）において、宜野湾市における交

通環境についての満足度、および、将来の交通に関する取り組みについてご回答いただ

き、計画策定にあたっての基礎資料として活用する。 
 
２．調査期間 

平成 23 年 11 月 4 日～平成 23 年 11 月 18 日 
 
３．調査方法 

宜野湾市にお住まいの 15 歳以上の方（2,000 人：無作為抽出）に郵送配布・郵送回収

 
４．有効回答率 

配布（1,993 ※7 通不達）に対し、回収 736（無効回答無し） 36.9％ 
 
５．アンケート内容 

（１）問１～問６：回答者の基礎情報 

お住まいの地区別については、「第３回ＰＴ調査」のＣゾーンで設定 
（２）問７：宜野湾市における交通環境についての満足度、不満の内容 

（３）問８～１０：施策についての重要度 

（４）問１１：ソフト面に対する住民意識の度合い 

（５）問１２：基地跡地利用に関する交通に対する取組み 

（６）自由意見 
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３-２ アンケート調査票 
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３-３ アンケート調査結果 
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３-４ アンケート調査結果の反映について 

１．都市交通マスタープランの計画目標として反映 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画目標③ 交通行動の満足度の向上 

指標：市民アンケートによる交通環境の満足度（移動手段全般） 

現状（H23）：30％ 

目標（H42）：50％以上 

評価にあたっての把握方法 

市民アンケートにおける同様の設問による把握 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―H23 市民アンケート調査結果 

問７

項　　　目 満足 やや満足
どちらとも
いえない

やや不満 不満 計 満足+
まあ満足

不満+
やや不満

7.6% 23.3% 22.9% 30.8% 15.5% 100.0% 30.9% 46.2%

11.0% 18.2% 40.9% 21.2% 8.8% 100.0% 29.1% 29.9%

6.5% 17.8% 30.5% 28.8% 16.4% 100.0% 24.3% 45.2%

6.9% 7.8% 55.8% 15.9% 13.7% 100.0% 14.6% 29.6%

3.6% 6.9% 42.3% 22.9% 24.3% 100.0% 10.5% 47.2%

14.4% 21.2% 22.5% 28.9% 13.1% 100.0% 35.5% 42.0%

7.6% 22.4% 28.3% 29.2% 12.5% 100.0% 30.0% 41.7%

日常お使いの移動手段それぞれにおいて、宜野湾市における交通環境についてどの程度満足され
ていますか。また、不満がある場合はどういった内容ですか。
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２．都市交通戦略における地域別施策への反映 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市民アンケートにおける交通環境「全般」に対する満足度指標 1（不満）～5（満足）につ

いて、地域別の平均値を比較すると、以下の 3 地域が市全体の平均値に比べて低くなってい

る。 
・上原・赤道・愛知・神山・長田地域 
・我如古・志真志・宜野湾地域 
・大山・伊佐地域 

 
 
 
 
 
 

2.83 
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3.00 
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2.99 

2.00 2.25 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 

市全体

361普天間・新城・喜友名地域

362普天間・野嵩地域

371上原・赤道・愛知・神山・長田地域

372我如古・志真志・宜野湾地域

373嘉数・真栄原・佐真下地域

381大山・伊佐地域

382真志喜・大謝名・宇地泊地域

地域別の交通環境「全般」の満足度が低い地域への交通施策の展開により、

交通環境の地域間格差を縮めるべく、満足度の向上を目指す。 

重点施策 26.地区内交通環境改善への取り組み 

市全域において、行き止まり道路の解消や狭小な道路における速度抑制や一方通行規

制など、地域の実情に即した取り組みを推進し、良好な生活交通環境の構築を図る。 

また、交通環境の地域間格差の是正を目指し、市域東部地域や市民アンケートにおい

て交通環境の満足度の低い地域において、危険箇所を図化するヒヤリハットマップ作成

やコミュニティ道路化・ゾーン規制等について検討する。なお、大山地区においては、

田イモ畑の保全と開発のバランスを考慮した面整備の推進による地区内交通環境の向

上を図る。における生活道路をはじめとした交通環境の改善に取り組むことにより、徒

歩手段の満足度の向上を目指す。 
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●自由意見で、国道 330 号沿線施設への右折車防止（分離帯設置）の要望が

多い。また、交通安全に対する要望が多くみられる。 

●歩行者・自転車トリップが比較的多い地域。 

●福祉センター、児童センターが立地する多世代型交流拠点を中心とした地

域。 

●自由意見で、国道 330 号、沖縄国際大学、琉球大学付近の交通混雑解消

の要望が多い。また、住宅地内の交通安全に対する要望が多くみられる。 

●歩行者・自転車トリップが比較的多い地域。 

●研究・学園拠点として位置づけられている地域。 

●自由意見で、地区内の生活道路における歩行者の交通安全に対する要望

が多くみられる。 

●国道 58 号における基幹バス等の展開や宜野湾横断道路と西海岸道路が

計画されている地域。 

 
地域 上原・赤道・愛知・神山・長田地域 

地域別施策

4．コミュニティバス＊の運行 

18．（仮称）宜野湾 11 号の整備 

25．県道 32 号の交差点改良整備（沖縄自動車道付近） 

追加施策 

19．市域東部における幹線道路網構築の検討 

26．地区内道路環境改善への取り組み 

危険箇所を図化するヒヤリハットマップ作成やコミュニテ

ィ道路化・ゾーン規制等について検討する。 

 
 
 
 
 

地域 我如古・志真志・宜野湾地域 

地域別施策

4．コミュニティバス＊の運行 

14．（都）湧橋線の整備 

18．（仮称）宜野湾 11 号の整備 

20．我如古交差点の改良整備 

25．県道 32 号の交差点改良整備（沖縄自動車道付近） 

35．大学・高校の通学での公共交通利用を促進する総合的施

策の展開 

追加施策 

26．地区内道路環境改善への取り組み 

危険箇所を図化するヒヤリハットマップ作成やコミュニテ

ィ道路化・ゾーン規制等について検討する。 

 
 
 
 
 

地域 大山・伊佐地域 

地域別施策

1．バスを利用した実証実験の計画と実施検討 

2．新たな乗降施設整備（大山地区など） 

3．バス近接情報等のバス待合所機能拡充の検討 

4．コミュニティバス＊の運行 

追加施策 

26．地区内道路環境改善への取り組み 

危険箇所を図化するヒヤリハットマップ作成やコミュニテ

ィ道路化・ゾーン規制等について検討する。大山地区にお

いては、田イモ畑の保全と開発のバランスを考慮した面整

備の推進による地区内交通環境の向上を図る。 
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３．都市交通戦略における施策目標への反映 

 

施策の方向性 重点的に取り組む施策 

④ 安 全 で 快

適な生活を実

現する地区内

道 路 環 境 の

整備 

■快適で安全に移動ができる

歩行環境の整備 

21．中心市街地の歩行者ネットワーク整備による回

遊性向上（普天間周辺） 

22．高齢者・障がい者等に配慮したバリアフリーな

移動空間整備 

■人にやさしい道路空間の整

備 

23．事故多発地点など歩行者の交通安全対策 

24．景観や自然環境に配慮した緑化や休憩施設な

ど快適な道路空間の創出 

25．県道 32 号の交差点改良整備（沖縄自動車道

付近） 

26．地区内道路環境改善への取り組み 

 
 
 

施策の方向性 施策目標 

■快適で安全に移動ができる 

歩行環境の整備 

◇市民アンケートにおける徒歩手段の満足度向上 

現状 35.4％→目標 50％以上 

（計画目標である「③交通行動の満足度の向上」に合わせ、

目標値を市民の概ね半数以上として設定） 

■人にやさしい道路空間の整備 

◇市民アンケートにおける満足度の低い地域における満足

度の向上 

現状 2.65（上原・赤道・愛知・神山・長田） 

現状 2.70（我如古・志真志・宜野湾） 

現状 2.79（大山・伊佐） 

→目標 2.83 以上（H23 市全体平均値以上） 
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【市民アンケートにおける徒歩手段の満足度向上】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―H23 市民アンケート調査結果 
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【市民アンケートにおける満足度の低い地域における満足度の向上】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図―H23 市民アンケート調査結果 
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４．問８～１０「将来の交通に関する取り組み」の回答に対する反映 

「将来の交通に関する取り組み」について、回答で比較的要望の多かった（概ね 30％以上）

項目に対する施策を以下に整理する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．利用しやすく、定時性が確保され

たバス路線の整備 

■中南部都市圏の骨格をなす公共交通の導入 

■市内幹線公共交通の導入 

■バス利用環境の向上・改善 

■公共交通のバリアフリー化に向けた取組み 

■移動ニーズや需給バランスを踏まえた多様な運行形態の導入検討

２．骨格となる幹線道路網の整備 
■未整備路線（都市計画道路）の整備 

■市域東部をはじめとする幹線道路網の構築・整備促進 

３．身近な市街地内の道路網の整備 
■快適で安全に移動ができる歩行環境の整備 

■人にやさしい道路空間の整備 

４．交差点等の渋滞箇所の解消 ■主要な渋滞交差点における交通処理対策 

 
 

問８

件数

１． 224

２． 221

３． 230

４． 395

５． 148

６． 78

７． 48

14

1,358

複数回答

無回答

身近な市街地内の道路網の整備

交差点等の渋滞箇所の解消

安全で利用しやすい自転車道の整備

時差出勤等の道路の使い方の見直し

その他

骨格となる幹線道路網の整備

計

利用しやすく、定時性が確保されたバス路線の整備

選択肢

交通渋滞解消のために、どのような取り組みを望みますか。
重要と思われるものに、２つまで○をつけてください。

31.0%

6.6%

1.9%

10.8%

31.8%

54.6%

20.5%

30.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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１．現在あるバスを利用しやすくする

（便数を増やす、定時性を確保する）

■中南部都市圏の骨格をなす公共交通の導入 

■宇地泊、長田～我如古周辺における交通結節点の導入検討・整備

■移動ニーズや需給バランスを踏まえた多様な運行形態の導入検討

３．新たなバス路線の新設（市内巡回

バス） 
■市内幹線公共交通の導入 

４．バス停の環境の整備（屋根・イス

など） 

■バス利用環境の向上・改善 

■公共交通のバリアフリー化に向けた取組み 

５．乗り継ぎを含めたバスマップなど

の配布 

■バス利用環境の向上・改善 

■公共交通利用優遇策の促進と交通結節点における利用環境の整

備 

 
 

問９

件数

１． 313

２． 156

３． 239

４． 289

５． 222

６． 38

33

1,290

バスを利用しやすくするために、どのような取り組みを望みますか。
重要と思われるものに、２つまで○をつけてください。

現在あるバスを利用しやすくする（便数を増やす、
定時性を確保する）

選択肢

複数回答

乗り継ぎを含めたバスマップなどの配布

計

無回答

その他

新たなバス路線の新設（市内巡回バス）

バス停の環境の整備（屋根・イスなど）

新たなバス路線の新設（路線バス：周辺市町への
ルート）

43.3%

4.6%

5.3%

33.1%

40.0%

30.7%

21.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%



- 参 3-46 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．自動車交通を減らすために、バス

交通を強化・充実させる 

■中南部都市圏の骨格をなす公共交通の導入 

■宇地泊、長田～我如古周辺における交通結節点の導入検討・整備

■市内幹線公共交通の導入 

■バス利用環境の向上・改善 

３．事故等の危険な箇所の解消や歩道

の整備 

■快適で安全に移動ができる歩行環境の整備 

■人にやさしい道路空間の整備 

５．安全で利用しやすい自転車道の整

備 

■移動ニーズや需給バランスを踏まえた多様な運行形態の導入検討

■コミュニティサイクル＊の導入検討 

■大学・高校周辺のまちづくりと連携した通学環境の整備 

 
 

問１０

件数

１． 129

２． 235

３． 428

４． 205

５． 230

６． 49

15

1,291

道路環境、生活環境の改善のために、どのような取り組みを望みますか。
重要と思われるものに、２つまで○をつけてください。

自動車利用を控える取り組みを進める

自動車交通を減らすために、バス交通を強化・充
実させる

安全で利用しやすい自転車道の整備

選択肢

複数回答

その他

無回答

計

事故等の危険な箇所の解消や歩道の整備

住宅地内では自動車よりも歩行者・自転車を優先
した道路にする

17.8%

2.1%

6.8%

59.2%

28.4%

31.8%

32.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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１．自宅から徒歩や自転車で出かけら

れる範囲では自動車の利用を控える 

■モビリティマネジメント＊施策の推進 

■環境にやさしい交通行動への参加への取り組み検討 

２．１週間のうち 1 日でも自動車の利

用を控える 

■ノーマイカーデー＊の普及・啓発 

■カーシェアリング＊、エコ通勤の展開 

■公共交通利用優遇策の促進と交通結節点における利用環境の整

備 

 
 
 
 
 

問１１

件数

１． 488

２． 227

３． 156

４． 195

５． 92

６． 35

40

1,233

１週間のうち１日でも自動車の利用を控える

電気自動車などの環境にやさしいクルマに買い換
える

選択肢

自宅から徒歩や自転車で出かけられる範囲では
自動車の利用を控える

複数回答

計

無回答

生活道路に通り抜けの車両が入らないように一方
通行などの規制をする

朝夕にバス専用レーンを増やす

その他

環境にやさしい交通行動として、あなたが行動しても良い、または賛同されるものに、２つまで○を
つけてください。

67.5%

5.5%

4.8%

21.6%

27.0%

12.7%

31.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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３-５ パブリックコメントの概要 

 
１．案件名 

宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要 
 
２．実施期間 

平成２４年１月２５日（水）～２月２４日（金） 
 
３．周知・閲覧方法 

①宜野湾市ホームページ（都市計画課）での周知文及び公表資料・意見書を掲載 
②各窓口でのポスター及び公表資料・意見書を設置 
・本庁舎 １Ｆ総合案内 
・本庁舎 別館３Ｆ都市計画課 
・図書館 
・博物館 
・市内２３の自治会（公民館） 

 
４．公表資料 

・宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要 
 
５．提出方法 

①オンライン申込み（宜野湾市電子申請を利用） 
②各閲覧場所の意見書提出箱に意見書を投函 

 
６．提出された意見の取扱い 

・提出された意見は、計画の参考とします。 
・提出された意見の概要、意見に対する市の考え方等をホームページで公表します。

・氏名および住所が特定できないものは無効となります。 
・意見に対する個別の回答は行いません。また、直接関係のない意見については、意

見として取り扱いません。 
・記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用しません。 
・ご意見を正確に把握するため、電話での受付はいたしません。 

 
７．提出先・問い合わせ 

宜野湾市都市計画課都市計画係 電話８９３－４４１１（内線５４７） 
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３-６ 周知・閲覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本庁舎１階総合案内 

本庁舎別館３階 都市計画課 博物館 公民館 

宜野湾市ホームページ掲載 ポスター 
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３-７ 意見書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

記入用紙は裏面です 
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３-８ 公表資料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 参 3-53 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-54 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-55 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-56 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-57 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-58 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-59 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-60 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-62 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-64 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-65 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-67 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-68 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-69 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 -70 - 

 
３．資料 

3



- 参 3-71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 参 3-73 - 

 

３-９ 提出意見 
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３-１０ 結果公表 

 
１．公表期間 

平成２４年２月２９日（水）～３月１３日（火） 
 
２．公表場所（閲覧場所） 

・宜野湾市ホームページ（都市計画課） 
・宜野湾市役所 掲示板（告示板） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．意見提出者 

２名（３件） 
 

 

宜野湾市ホームページ掲載 

宜野湾市役所 掲示板（告示板） 
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４．意見の内容及び回答 

【回答にあたって】 

宜野湾市都市交通マスタープランは、宜野湾市の将来交通体系として目指すべき姿を

明らかにし、それを達成するための基本目標および方針を示すものであり、都市交通戦略

は、マスタープランで立案された将来交通計画の各施策における実行計画を示すもので

す。 

 したがって、個別具体の施策などのご意見につきましては、主に関連する方針や計画内

容に基づいてお答えしております。  

 また、本計画を策定するにあたり、学識経験者、交通機関代表、市民代表、行政機関代

表により構成しております、宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略策定検討委

員会の第３回（最終）にて承認を頂きお答えしております。 
 
 

「宜野湾市都市交通マスタープラン」 について 

意見数：2 件 

 意見の内容（１） 

 

 （「道路網計画」について） 

 基地跡地利用で貫通路や横断道路等、交通の便は良くなるが、基地の中には闘

牛場跡や洞穴など自然も残されている。それらを十分に踏まえて、将来の道路網

計画を行って欲しい。観光スポットになるかも知れない。 

〈回答（市の考え）〉 

 

  基地跡地利用については、現在、県・市の跡地担当部署において「跡地利用計

画」の策定に向けて調査が進められております。調査中のため本計画においては

現時点では直接的な反映は行っておりませんが、今後、市内の各地区における市

街地整備などの進捗や、跡地利用計画と一体となった周辺市街地のまちづくり計

画の進捗に応じて、跡地利用計画との整合を考慮しつつ、市全体での適切な交通

計画として、適宜見直していくことになります。 

   ≪『宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要』 P1≫ 
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  意見の内容（２） 

  

  （「公共交通計画」、「道路網計画」、「交通行動に対する意識改革」について） 

 モノレールか鉄道の布設により車を減らすことで、排気ガス汚染、交通事故、渋

滞緩和、温暖化防止、土地の有効活用等の利点がある。将来的にも、これ以上の

車の増加は宜野湾市にとって、将来世代に様々な障害をもたらす。 

 そのため、①交通機関の料金引き下げ（無料という理念を念頭に最大限の努力

をする。ノーマイカーデー等は「無意味」である。子供でも直感的に車を使えば「お

金がかかる」と思わせる）、②自転車も走れる歩道の設置（とにもかくにも環境を整

える。お金はかかるが、それを車の所有者から税として取る。自転車に効率もよ

く、市が最大限の援助をする）、を提案する。  
  

〈回答（市の考え）〉 

 

  本計画における「交通行動に対する意識改革」については、市民の一人ひとりが

自動車利用を控え、公共交通などの多様な交通手段を適度に利用する生活スタ

イルへと意識を促していくための交通需要管理の計画についての方針を示してい

ます。その中で、料金面も含めた公共交通利用促進のための優遇策の実施を促

進します。本調査に関連する部門として「コミュニティバスの導入」があり、導入に

ついては実施担当部署で検討が行われ、料金設定についても同様に検討が行わ

れています。 

 なお、ノーマイカーデーは、環境に配慮した交通行動として、クルマの利用を控え

るという視点から必要な施策であると考えています。 

≪『宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要』 P7、P17≫ 

 また、自転車利用環境整備については、現在の西海岸における自転車走

行空間の全線整備によるネットワーク化、都市拠点や学校・公園等の施設配

置を踏まえた自転車走行空間の形成のほか、駐輪場の適正な配置など、自

転車利用環境の整備を図ることとしています。 

≪『宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要』 P13≫ 
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「宜野湾市都市交通戦略」 について    

意見数：1 件 

 意見の内容（３） 

    

   （「コミュニティバスの導入」について） 

 市民の足として宜野湾市独自の市民バス（100 円バス）など、宜野湾市の景観に

あうように取り組んで欲しい。宜野湾市から環境にやさしい交通をかかげ地球温

暖化ストップに力を入れて欲しい。 

〈回答（市の考え）〉 

  

  コミュニティバスについては、現在、コミュニティバスの導入に向けて実施担当部

署が「宜野湾市生活交通ネットワーク計画」の策定に取り組んでおり、料金設定や

バスの型式についても検討が行われています。本計画においてもその計画に基

づく導入・展開を位置づけていて、また、「交通行動に対する意識改革」として、公

共交通計画や道路網計画における施策による多様で質の高い交通の確保を支え

るとともに、市民に対して自動車利用を控え、公共交通などの多様な交通手段を

適度に利用する生活スタイルへと意識を促していくことや環境面での施策を展開

する方針としています。 

 なお、本調査に関連する環境部門として「宜野湾市地球温暖化対策地域推進計

画」の策定に向けて、実施担当部署で検討が行われています。 

≪『宜野湾市都市交通マスタープラン・都市交通戦略（案）概要』 P6，15≫ 
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